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【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】
 
その他の者に対する割当 934,000円

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額

 145,704,000円

（注）１．本募集は平成30年４月６日開催の当社取締役会決議に

基づき、新株予約権を発行するためのものでありま

す。

（注）２．新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合

及び新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失

した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予

約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算

した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行新株予約権証券（第12回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数

9,340個（新株予約権１個につき100株）

［（注）　上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株

予約権の数が減少することがあります。］

発行価額の総額 934,000円

発行価格 新株予約権１個につき100円（新株予約権の目的である株式１株当たり１円）

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成30年４月22日

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社ソフトフロントホールディングス　グループ業務推進室

東京都千代田区永田町二丁目17番３号

払込期日 平成30年４月23日

割当日 平成30年４月23日

払込取扱場所
株式会社三井住友銀行　赤坂支店

東京都港区赤坂二丁目５番１号

　（注）１．第12回新株予約権証券（以下、「本新株予約権」という。）は、平成30年４月６日開催の当社取締役会決議

に基づき発行するものであります。

２．本新株予約権の申込は、申込期間内に申込取扱場所に所定の申込書を提出することにより行うものとしま

す。

３．本新株予約権の募集は、当社取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役に対して行うも

のであります。対象となる人員及び内訳は、以下のとおりであります。なお、下記割当新株予約権数は上限

の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。

対象者 人数 割当新株予約権数

当社取締役 ３名 4,200個

当社監査役 ３名 195個

当社執行役員 ４名 4,130個

当社従業員 ３名 215個

当社子会社の取締役 ３名 600個

合計 16名 9,340個
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（２）【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。

 なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。

新株予約権の目的となる

株式の数

934,000株

本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社

普通株式100株とする。

 ただし、付与株式数は下記（注）１．の定めにより調整を受けることがある。

新株予約権の行使時の払

込金額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株あたりの払

込金額（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、金155円とする。

 ただし、行使価額は下記（注）２．の定めにより調整を受けることがある。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

145,704,000円

（注）　ただし、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した

新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使

に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る各

本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約

権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の

対象株式数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会

社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額

とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、

当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額

とする。

新株予約権の行使期間 2018年10月23日から2028年４月22日までとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所

株式会社ソフトフロントホールディングス　グループ業務推進室

東京都千代田区永田町二丁目17番３号

 ２．新株予約権の行使請求の取次場所

 該当事項はありません。

 ３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 株式会社三井住友銀行　赤坂支店東京都港区赤坂二丁目５番１号

新株予約権の行使の条件 １．割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当

社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30％を乗じた価格を下回った場合、新

株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければ

ならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

 (a）当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

 (b）当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示し

ていなかったことが判明した場合

 (c）当社普通株式の上場廃止、当社について法的倒産手続の開始、その他本新株予約権

発行日において前提とされていた事情から大きく変更が生じた場合

 ２．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

 ３．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式

総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

 ４．各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

１．当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約も

しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画に

ついて株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた

場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を

無償で取得することができる。
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 ２．新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定に

より本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得する

ことができる。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと

する。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

 

当社が、吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会

社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又

は株式移転完全子会社となる株式移転（以下、「組織再編行為」と総称する。）を行う場合

において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条

件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るもの

とする。

 (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

 (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて

決定する。

 (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件

等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整

して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的で

ある再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 (5）新株予約権を行使することができる期間

 上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日の

うち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日まで

とする。

 (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」

に準じて決定する。

 (7）譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する

ものとする。

 (8）その他新株予約権の行使の条件

 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 (9）新株予約権の取得事由及び条件

 上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。

 (10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

　（注）１．付与株式数の調整

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

EDINET提出書類

株式会社ソフトフロントホールディングス(E05297)

有価証券届出書（組込方式）

 4/18



２．行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

株式分割又は株式併合のための基準日の翌日（基準日を定めない場合は効力発生日）より適用する。調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき１株あたりの時価を下回る価額で新株の発行ま

たは自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換

による自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、払込期日又は払込期間の末日

（株主に株式の割当てを受ける権利を与えるために基準日を定めた場合は、当該基準日の翌日）より適用す

る。調整による１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、「１株あたりの時価」は、調整後行使価

額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

３．本新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1）本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名

称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に関す

る法律第131条第３項に定める特別口座を除く。）のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印し

たうえ、これを上記表中「新株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出し、かつ、

係る行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額を現金にて上記表中「新株予約権

の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第３項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」

の当社が指定する口座に振り込むものとする。

(2）本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

４．本新株予約権の行使の効力発生時期

本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株

予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所」欄第３項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金さ

れた場合において、当該行使請求書に係る新株予約権行使請求受付日に発生するものとする。

５．本新株予約権証券の発行及び株券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券及び行使請求による株券を発行しない。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ソフトフロントホールディングス(E05297)

有価証券届出書（組込方式）

 5/18



２【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

145,704,000 4,170,000 141,534,000

　（注）１．払込金額の総額は、新株予約権の払込金額の総額（934,000円）に新株予約権の行使に際して払い込むべき

金額の合計額（144,770,000円）を合算した金額であります。

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３．本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失し

た場合、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少いたします。

 

（２）【手取金の使途】

　本新株予約権の募集は、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、中長期的な当社の業

績拡大及び企業価値向上に資することを目的として付与するものであり、資金調達を目的としておりません。

　また、新株予約権の行使の決定は新株予約権の割当てを受けた者の判断に委ねられるため、本新株予約権の

行使に際して払い込むべき金額は、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。

従って、手取金は運転資金に充当する予定でありますが、具体的な金額については、行使による払込みがなさ

れた時点の状況に応じて決定いたします。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】
　当社は、本有価証券届出書による本新株予約権の募集とともに、平成30年４月６日開催の当社取締役会において、株

式会社大洋システムテクノロジー及びマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当の方法

による新株式、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の募集を決議して

おります。当該募集の概要は以下のとおりです。

 

＜新株式＞

(1）募集株式の種類及び数 当社普通株式1,428,600株

(2）発行価格 １株当たり140円

(3）発行価額の総額 200,004,000円

(4）増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額　　　100,002,000円

増加する資本準備金の額　100,002,000円

(5）募集の方法 第三者割当の方法による

(6）申込期日 2018年４月23日

(7）払込期日 2018年４月23日

(8）割当予定先 株式会社大洋システムテクノロジー
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＜第１回無担保転換社債型新株予約権付社債＞

(1）新株予約権の総数 20個

(2）新株予約権の目的となる株式の種類及

び数

本転換社債型新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本

転換社債型新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当

社の保有する当社普通株式を処分する当社普通株式の数は、同時に行使さ

れた本転換社債型新株予約権に係る本社債のうち残存金額の総額を当該行

使時において有効な転換価額で除して得られる数とします。

(3）発行価格 各社債の金額100円につき100円

(4）発行価額の総額 200,000,000円

(5）募集の方法 第三者割当の方法による

(6）償還期限 2020年４月23日

(7）償還金額 額面100円につき100円

(8）利率 年率2.0％（利払日　毎年３月31日及び９月30日）

(9）申込期日 2018年４月23日

(10）払込期日 2018年４月23日

(11）割当日 2018年４月23日

(12）転換価額 １株当たり144円

(13）行使期間 2018年４月23日から2020年４月23日までとします。

(14）増加する資本金及び資本準備金の額

本転換社債型新株予約権の行使により当社株式を発行する場合において増

加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を

生じる場合はその端数を切り上げた額とします。）、当該資本金等増加限

度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額としま

す。

(15）割当予定先 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
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＜第10回新株予約権証券＞

(1）新株予約権の総数 572個

(2）新株予約権の目的となる株式の種類及

び数
当社普通株式5,720,000株（１個当たり10,000株）

(3）発行価格 新株予約権１個につき2,700円

(4）発行価額の総額 1,544,400円

(5）募集の方法 第三者割当の方法による

(6）申込期日 2018年４月23日

(7）払込期日 2018年４月23日

(8）割当日 2018年４月23日

(9）新株予約権の行使に際して払い込む金

額の価額
１株当たり140円

(10）行使期間 2018年４月23日から2020年４月23日までとします。

(11）増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合において増加する資本

金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増

加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合

はその端数を切り上げた額とします。）、当該資本金等増加限度額から増

加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とします。

(12）割当予定先 株式会社大洋システムテクノロジー

 

＜第11回新株予約権証券＞

(1）新株予約権の総数 572個

(2）新株予約権の目的となる株式の種類及

び数
当社普通株式5,720,000株（１個当たり10,000株）

(3）発行価格 新株予約権１個につき9,800円

(4）発行価額の総額 5,605,600円

(5）募集の方法 第三者割当の方法による

(6）申込期日 2018年４月23日

(7）払込期日 2018年４月23日

(8）割当日 2018年４月23日

(9）新株予約権の行使に際して払い込む金

額の価額
１株当たり140円

(10）行使期間 2018年４月23日から2020年４月23日までとします。

(11）増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合において増加する資本

金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増

加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合

はその端数を切り上げた額とします。）、当該資本金等増加限度額から増

加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とします。

(12）割当予定先 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。
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第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

１．事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第20期）（有価証券報告書の訂正報告書を含む。）及び四半期報告

書（第21期第３四半期）（以下、「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該

有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日までの間に生じた変更その他の事由はありません。また、当

該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日現在において変更の必

要はないものと判断しております。

 

２．臨時報告書の提出について

　後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第20期）の提出日（平成29年６月26日）以降、本有価証券届出書提

出日までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。

 

（平成29年６月28日提出の臨時報告書）

１．提出理由

　平成29年６月23日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を

提出するものであります。

 

２．報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成29年６月23日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第６条（発行可能株

式総数）について、発行可能株式総数を現行の3,244万株から8,900万株に変更するものであり

ます。

 

第２号議案　取締役３名選任の件

佐藤健太郎、佐藤和紀及び安田浩の３氏を取締役に選任するものであります。

 

第３号議案　監査役２名選任の件

阿部貢及び川崎晴一郎の両氏を監査役に選任するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案    
（注）１

 

定款一部変更の件 94,788 23,968 － 可決（77.93％）

第２号議案      

取締役３名選任の件      

佐藤　健太郎 112,501 6,250 － （注）２ 可決（92.49％）

佐藤　和紀 112,848 5,903 －  可決（92.78％）

安田　浩 112,457 6,294 －  可決（92.46％）

第３号議案      

監査役２名選任の件    
（注）２

 

阿部　貢 112,548 6,204 － 可決（92.53％）

川崎　晴一郎 112,411 6,341 －  可決（92.42％）

　（注）１．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（222,828個）の３分の１以上を有する株主の出

席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（222,828個）の３分の１以上を有する株主の出

席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．出席議決権数は、平成29年６月22日午後５時15分までの議決権行使書（インターネットによる行使を含む）

による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数の合計であります。

４．賛成率の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

　平成29年６月22日午後５時15分までの議決権行使書（インターネットによる行使を含む）による事前行使の

議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計によ

り、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の

株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

 

（平成29年９月22日提出の臨時報告書）

１．提出理由

　当社は、平成29年９月22日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商

品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき、本臨時報

告書を提出するものであります。

 

２．報告内容

異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

代表取締役でなくなる者

氏名
（生年月日）

新役職名 旧役職名 異動年月日 所有株式数

阪口　克彦

（昭和29年８月16日生）
取締役 代表取締役社長 平成29年11月１日 46,371株

　※　所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
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　なお、この異動に伴い、代表取締役副社長の佐藤健太郎が代表取締役社長に就任することを決議しておりま

す。

氏名
（生年月日）

新役職名 旧役職名 異動年月日 所有株式数

佐藤　健太郎

（昭和45年４月26日生）
代表取締役社長 代表取締役副社長 平成29年11月１日 6,297株

　※　所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

 

３．資本金の増減について

　後記「第四部　組込情報」の第20期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日（平成29年

６月26日）以後、本有価証券届出書提出日までの間において、以下のとおり変化しております。

年月日
資本金 資本準備金

増減額（千円） 残高（千円） 増減額（千円） 残高（千円）

平成30年２月26日（注） 10 3,989,376 10 3,849,355

　（注）　第９回新株予約権の権利行使による増加であります。

 

第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第20期）

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

平成29年６月26日
関東財務局長に提出

有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
（第20期）

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

平成29年７月10日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第21期第３四半期）
自　平成29年10月１日
至　平成29年12月31日

平成30年２月14日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  
   

 

   
平成29年６月23日

株式会社ソフトフロントホールディングス    

 

取 締 役 会 御 中   

 

 三 優 監 査 法 人 

 

 
代 表 社 員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 山本　公太　　印

 

 業 務 執 行 社 員 公認会計士 井上　道明　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ソフトフロントホールディングスの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査

を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ソフトフロントホールディングス及び連結子会社の平成29年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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強調事項

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、営業損失672,846千円、

経常損失673,152千円、親会社株主に帰属する当期純損失665,966千円を計上し、６期連続の営業損失の計上となってお

り、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記

に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務

諸表には反映されていない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成29年５月11日付でソースネクスト株式会社に、連結子会社で

ある株式会社筆まめの会社保有株式の全てを譲渡している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ソフトフロントホー

ルディングスの平成29年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社ソフトフロントホールディングスが平成29年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の

基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

 

強調事項

１．会社は、内部統制報告書に記載のとおり、平成平成28年11月14日付の株式取得により連結子会社となった株式会社

グッドスタイルカンパニーの財務報告に係る内部統制について、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部

の範囲について、十分な評価手続が実施できなかった場合に該当すると判断して、期末日現在の内部統制評価から除外し

ている。これは、株式取得が当事業年度の下期に行われており、会社の規模等から内部統制の評価には相当の期間が必要

であったことによる。

２．会社は、内部統制報告書の付記事項に記載のとおり、平成29年５月11日付で株式会社筆まめの株式を譲渡し、同日付

で同社は会社の子会社ではなくなっている。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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 独立監査人の監査報告書  
   

 

   
平成29年６月23日

株式会社ソフトフロントホールディングス    

 

取 締 役 会 御 中   

 

 三 優 監 査 法 人 

 

 
代 表 社 員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 山本　公太　　印

 

 業 務 執 行 社 員 公認会計士 井上　道明　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ソフトフロントホールディングスの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第20期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につい

て監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ソフトフロントホールディングスの平成29年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

強調事項

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当事業年度において、営業損失360,443千円、経

常損失364,903千円、当期純損失471,171千円を計上し、６期連続の営業損失の計上となっており、継続企業の前提に

重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されて

いる。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されて

いない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成29年５月11日付でソースネクスト株式会社に、連結子会社

である株式会社筆まめの会社保有株式の全てを譲渡している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
 
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 
   平成30年２月13日

株式会社ソフトフロントホールディングス    

 

 取　締　役　会　御　中 

 

 三 優 監 査 法 人  

 

 
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 山 本 公 太　　　印

 

 
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 井 上 道 明　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ソフ

トフロントホールディングスの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期

間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12

月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包

括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連

結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対

する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準

に準拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される

質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥

当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ソフトフロントホールディングス及び連結子会社の

平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

強調事項

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において、営業損失672,846千円、

経常損失673,152千円、親会社株主に帰属する当期純損失665,966千円を計上し、６期連続の営業損失を計上してい

る。当第３四半期連結累計期間においても、営業損失662,283千円、経常損失606,163千円、親会社株主に帰属する四

半期純損失843,767千円を計上しており、このような損失計上が継続すれば今後の手元流動性の確保に支障が生じる可

能性もあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められ

る理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよ

うな重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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